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第５章 子ども・子育て支援施策 

１ 産後の休業及び育児休業後における保育園等の 

円滑な利用の確保 

０歳児の子どもの保護者が、保育園等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、

取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況が見られています。そのため、小学校就学前の

子どもの保護者が、産前・産後休業、育児休業明けに希望に応じて円滑に保育園等に入園できる

よう、産前・産後休業、育児休業期間中の保護者に対する情報提供や相談支援等を行っていくこ

とが求められています。 

常滑市では、保育園等への入所時期を考慮して育児休業の取得をためらったり、育児休業を途

中で切り上げたりすることがないよう、一斉申込みの時に４月入園の方のみでなく、年度途中の

入園申し込みも受け付けています。また、ホームページで保育園等の空き状況を随時掲載してお

り、情報提供の推進に努めます。 

 

事業名 事業内容 課名 

育児休業明けの円滑な利用 

毎年、11月頃に翌年度の保育園等の一斉申込み

を実施していますが、年度途中の入園申し込みも

受け付けます。 

こども課 

情報提供の推進 

常滑市役所のホームページに私立の保育園等も

含めて空き状況を随時掲載しています。 

こども課 
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２ 子ども・子育てに関する専門的な支援 

（１）児童虐待防止対策等の充実 

児童虐待の早期発見・早期対応のため、保育園や幼稚園、学校などと連携し、相談・対応の充

実を図り、地域における子育て支援のネットワーク化を進めていきます。また、関係機関とのネ

ットワークを確立し、児童虐待の発生予防から早期発見・保護・アフターケアに至る総合的な支

援を進めます。 

常滑市では、相談指導事業として、保健師や家庭児童相談員などの専門職員が相談に応じる体

制を整えています。また、ネットワーク事業として、要保護（支援）児童の早期発見及び適切な

保護を図るため、「常滑市要保護児童対策地域協議会」を設置し、関係機関との情報の共有化を

進めています。 

 

事業名 事業内容 課名 

相談指導事業 

保健師が育児不安等必要に応じて電話や面接に

て相談に応じます。その他必要な機関と連携を図

り支援します。 

保健予防課 

DV 被害者のための専門相談員による相談を実施

します。 

安全協働課 

こども課と子育て総合支援センターに、専任の家

庭児童相談員を配置し、関係機関と連携をとり、

状況把握及び必要な助言を行います。 

こども課 

ネットワーク事業 

要保護（支援）児童の早期発見及び適切な保護を

図るため、「常滑市要保護児童対策地域協議会」

を設置し、毎月、実務者会議を開催します。また、

緊急な対応が必要な時には個別ケース検討会議

を開催します。 

こども課 
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（２）母子・父子家庭等の自立支援の推進 

ひとり親家庭は経済的・精神的に問題を抱えやすい状態になりうるため、生活の安定と児童の

健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的とするさまざまな支援を行っています。子どもの最

善の利益を考え、社会的自立ができるように、きめ細やかな福祉サービスの展開や子育て、生活、

就業への支援など総合的な対策を推進します。 

常滑市では、母子・父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために支給する児童扶養手当

に加え、市単独制度による常滑市遺児手当を支給しています。また、母子・父子家庭等への医療

費を補助する「母子・父子家庭医療費支給事業」や、生活の安定を図るため「母子家庭自立支援

給付金」の支給、生活援助が必要な家庭に対して家庭生活支援員を派遣する「母子家庭等日常生

活支援事業」など様々なひとり親家庭に対する支援を実施しており、これからもこれらの事業を

継続して実施していきます。 

 

事業名 事業内容 課名 

児童扶養手当支給 

母子家庭・父子家庭等の生活の安定と児童の健全

育成のため児童扶養手当を支給します。 

こども課 

常滑市遺児手当支給 

常滑市では、児童が心身ともに健やかに成長する

ように母子家庭・父子家庭等に対して、児童扶養

手当に加え、市単独制度による常滑市遺児手当を

支給します。 

こども課 

母子・父子家庭医療費支給事

業 

県の補助事業及び市の単独事業とし、保健の向

上、福祉の増進、生活の安定を図ることも目的と

して、医療費の一部を助成します。 

保険年金課 

ひとり親相談支援 

母子自立支援員が離婚、離婚後の生活設計、母子

家庭の手当、支援策などについて相談に応じます。 

こども課 

母子家庭自立支援給付金 

母子家庭の生活の安定化を図るため、「自立支援

教育訓練給付金」、「高等技能訓練促進費」を支

給します。 

こども課 

母子家庭等日常生活支援事

業 

母子家庭等の自立を促進するため、一時的に生活

援助等が必要な場合に家庭生活支援員を派遣し

ます。 

こども課 

保育料等の軽減 

保育料徴取基準額について、母子家庭については

半額減免、父子家庭については１階層下の保育料

を適用します。今後は、父子家庭についても半額

減免を検討していきます。また、児童育成クラブ

の利用料についても、母子・父子家庭については

半額減免をします。 

こども課 
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（３）障がい児施策の充実 

すべての人々が普通に暮らしていけるようにする「ノーマライゼーション」の理念のもと、障

がい児の健全な発達を支援し、社会全体が障がい児やその親を温かく見守る環境づくりを進めま

す。 

常滑市では、常滑市立児童発達支援センター千代ヶ丘学園を民間の専門性を活かした質が高く

効率的なサービスの提供を実現するために、平成26年度から社会福祉法人知多学園へ運営を承継

し「ちよがおか」として事業開始しました。民営化した児童発達支援センター「ちよがおか」は、

地域支援として相談支援事業と保育所等訪問支援事業を実施し、相談支援事業では、ちよがおか

の利用者のみでなく、すべての障がい児のサービス等利用計画を作成し、サービス利用に向けて

ケアマネージメントによりきめ細かく支援を行っています。 

また、保育園等に入園する前の幼児で言葉や発達の遅れなど、育児不安などをもつ母親と子ど

もに対し『親子育児教室事業』を実施しています。保健師、家庭児童相談員、児童発達支援セン

ターちよがおか職員、保育士、発達相談員が指導にあたり、職員の助言や他の親子との関わりを

通じて、自分の子どもの発達を理解します。 

 

事業名 事業内容 課名 

障害児手当の支給 

障がい児に対して、各種手当を支給します。 

・常滑市心身障害者手当 

・障害児福祉手当 

・特別児童扶養手当 

福祉課 

こども課 

障害児福祉サービス 

障がいのある児童が、在宅生活支援サービスが利

用できるように、ホームヘルプやショートステ

イ、地域生活支援事業の日中一時支援などの利用

決定を行います。 

また、療育や訓練などを受けることで円滑な地域

生活や集団生活が行えるように、児童発達支援セ

ンター（「ちよがおか」など）や放課後等デイサ

ービスの利用決定を行います。 

福祉課 

こども課 

親子育児教室事業 

保育園等に入園する前の幼児（１歳６ヶ月健診

後）で言葉に遅れや発達に遅れなど、育児不安な

どをもつ親と子どもに対して、保健師や保育士な

どが『親子育児教室事業』を実施します。 

保健予防課 

こども課 

 



58 

 
（４）児童の健全育成の環境づくり 

児童の健全育成は、遊びを通じた仲間意識の形成や児童の社会性の発達に大きな影響がありま

す。今後も多くの児童が地域の中で自由に遊び、安全に過ごす環境の整備を行っていきます。 

事業名 事業内容 課名 

児童館事業 

児童の健全な遊びを与え、健康の増進や情操を

豊かにするため、市内に児童館を設置していま

すが、利用者は児童育成クラブの児童が多数を

占めています。今後、児童館で行っている児童

育成クラブを小学校内に移行し、また移行に合

わせて統廃合を検討していきます。 

こども課 

子ども会育成事業 

児童の健全育成に努めている子ども会及び子ど

も会連絡協議会へ補助金を支給し、活動を援助

します。 

こども課 

子ども文化教室 

小学生・中学生を対象に、公民館などで陶芸・

自然・英会話・遊びなど青少年の関心や興味の

ある内容の文化活動を体験して、自己の向上に

努めます。 

生涯学習 

スポーツ課 

わくわく体験教室 

小学生・中学生～概ね 20 歳を対象に青少年の

関心や興味のある体験を通して、自己の向上に

努めていくきっかけとし、さらには自主的・主

体的な活動を支援します。 

生涯学習 

スポーツ課 

夏休みボランティア体験スク

ール 

中学生・高校生を対象とし、夏休みを利用して、

ボランティア活動を体験することにより、お年

寄りや障がいのある人に対する理解を深め、福

祉についての関心を高める事業を実施します。 

生涯学習 

スポーツ課 

たんぽぽ広場・えほんであそ

ぼ！ 

就学前の子どもとその保護者を対象に、子育て

ネットワーカー等が公民館などで絵本の読み聞

かせや手遊びなどを行います。 

生涯学習 

スポーツ課 

家庭教育学級（幼児期） 

家庭教育セミナー（思春期） 

幼児期・思春期の子どもを持った家族や家庭教

育に関心のある人を対象に、公民館などで講

座・教室を実施します。 

生涯学習 

スポーツ課 
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３ 仕事と子育ての両立支援 

（１）男女の働き方の見直しと多様な働き方の実現 

仕事と家庭の両立を図るため、男性の育児参加への理解や職場や地域社会に対して、育児休業

制度、再雇用制度などの普及を啓発・促進し、意識改革の情報提供に努めていきます。 

事業名 事業内容 課名 

男女共同参画プランの推進 

男女共同参画社会の実現に向けて策定した計画

を基に、男女の自立と平等意識の啓発、男女共

同参画情報提供・啓発、行政における推進体制

の確立、民間推進団体への支援などを行います。 

安全協働課 

育児休業制度の普及促進 

「子育てに関する休暇制度一覧」を作成し、育

児休業制度の普及を図り、行政機関が率先して

休暇の取りやすい職場環境の整備をします。 

職員課 

母子手帳交付時に、制度の PR・普及を図ります。 保健予防課 

 
（２）仕事と子育ての両立の推進 

子育て中の男女が職場生活と家庭生活を両立できるように、多様な保育サービスの充実や働き

続けられる環境整備を推進します。 

事業名 事業内容 課名 

病児・病後児保育事業（再掲） 

病気やけがのため家庭で保育できない児童を、小

児科医の管理の下に保育士、看護師がいる施設で

預かり、保護者の子育てや就労の両立支援を図っ

ています。常滑市では医療法人瀧田医院の「タキ

タキッズプラザ」に事業委託し実施します。 

こども課 

時間外保育事業（再掲） 

三和南、三和西、鬼崎西、鬼崎南、瀬木、丸山、

SAKAI、波の音こども園、風の丘こども園の９

園で 19時までの延長保育を実施します。 

こども課 

保育園での一時保育（再掲） 

一時的に家庭での保育ができない児童を、一定

期間、緊急・一時的に保護者に代わって、保育

園等で 1ヶ月につき 14日以内で保育します。

常滑市では、三和南保育園を始め８園で実施し

ます。 

こども課 

児童育成クラブ事業（再掲） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校

に就学している児童に対し、授業の終了後に適

切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育

成を図る事業で、常滑市ではすべての小学校区

で実施します。 

こども課 
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